
医療と介護に関わるベッド数の数字は、ベッド
の機能的分類と供給主体別分類の２つを念頭に置
いて見ていく必要がある。また、入院日数という
要素も、政策的議論をする場合には必要であろう。
ここでは、ベッドの国際的分類定義を示し、ヨー
ロッパ主要各国のベッド統計数字を紹介する。

１．医療統計分類（ＳＨＡ）
２００１年よりＯＥＣＤ、ＷＨＯおよびユーロスタ
ット（ＥＵ統計局）に共通の保健計算基準ＳＨＡ
に基づいて、医療費の統計推計が実施されるよう
になった。これはまたＩＣＨＡ（国際保健計算分
類基準）と連動している。医療費の統計のための
国際的勘定基準が整えられたことになる。ＳＨＡ
は医療費の推計を３つに分類してそれらの組み合
わせで表を作り計算を行う。その３つとは①「機
能別分類」（ＨＣ）、②「供給主体別分類」（ＨＣ）、
③「財源別分類」（ＨＦ）である。病院ベッドは
主として供給主体別分類のＨＰ．１．に属する。以
下、３分類を示す。

（１）医療の機能別分類（大項目）
ＨＣ．１． 治療的医療サービス
ＨＣ．２． リハビリ治療サービス
ＨＣ．３． 長期看護サービス
ＨＣ．４． 付随的サービス（検査、診断、緊急

移送など）
ＨＣ．５． 外来患者への医薬品供給
ＨＣ．６． 予防・公衆衛生
ＨＣ．７． 保健管理・医療保険（公的・私的）

（２）供給主体別分類（大項目）
ＨＰ．１． 病院
ＨＰ．２． 看護・居住型介護施設
ＨＰ．３． 通院型医療施設（外来診療所など）
ＨＰ．４． 医薬品供給業者

ＨＰ．５． 公的医療プログラムの供給・管理
ＨＰ．６． 保健管理と保険（行政、社会保険、

民間保険など）
ＨＰ．７． その他医療産業
ＨＰ．９． その他（ＨＰ．８はなし）

（３）財源別分類（大項目）
ＨＦ．１． 政府
ＨＦ．１．１．政府（社会保障基金を除いた部分）
ＨＦ．１．２．社会保障基金
ＨＦ．２． 民間セクター
ＨＦ．２．１．社会保険
ＨＦ．２．２．民間保険会社（社会保険以外）
ＨＦ．２．３．家計負担（自己負担、税、保険料な

ど）
ＨＦ．２．４．非営利組織
ＨＦ．２．５．企業（医療保険以外）
ＨＦ．３． その他

一般病院（ＨＰ．１．１．）には、一般急性期病院、
コミュニティ病院、地域病院、地方病院、非営利
病院、大学病院、軍病院、刑務所病院などが含ま
れる。また特別病院（ＨＰ．１．３．）には、長期リ
ハビリ病院、特別急性期病院、整形病院、特別救
急センター、東洋医学病院、伝染病病院などが含
まれる。

２．病院ベッド数の定義
ＯＥＣＤの定義（２００７．７．１３）によれば、「病院

ベッド総数とは、定期的に維持されて、職員が配
置されており、患者への治療介護に直ちに使用で
きるベッド全数を言う」。また、ベッドに含まれ
るものは、総合病院（ＨＰ．１．１．）、精神病院・薬
物治療病院（ＨＰ．１．２．）、その他特別病院（Ｈ
Ｐ．１．３．）のベッドであり、使用されているベッ
ドと使用されていないベッドを含む。ベッドに含
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まれないものは、「手術台、緊急ストレッチャー、
日帰り用ベッド、簡易ベッド、閉鎖された病室の
ベッド、一時的ベッド、介護施設（ＨＰ．２）のベ
ッド」などである。
（１）急性期ベッド
ＳＨＡ分類による治療介護用のベッド（ＨＰ．１）。

精神病用（ＨＰ．１．２．）は除く。リハビリテーシ
ョン（ＨＣ．２）、長期介護、緩和治療用は含まず。
（２）精神病ベッド
精神病院、薬物中毒病院のベッド（ＨＰ．１．２．）。

一般病院の精神科のベッド（ＨＰ．１．１．）。特別病
院のベッド（ＨＰ１．３．）
精神病でない治療用ベッド（ＨＣ．１の一部）は

含まず。病院での長期介護のベッド（ＨＣ．３）は
含まず。リハビリ用ベッド（ＨＣ．２）は含まず。
緩和治療用は含まず。
（３）病院の長期介護ベッド
一般病院の長期介護用ベッド（ＨＰ．１．１．）。特

別病院の長期介護用ベッド（ＨＰ．１．３．）。緩和治
療用ベッド。
精神病院、薬物治療病院のヘッド（ＨＰ．１．２．）

は含まず。リハビリ用ベッド（ＨＣ．２）は含まず。
（４）その他ベッド
上記分類に含まないベッド。リハビリ用ベッド

（ＨＣ．２）は含む。
（５）介護施設のベッド
慢性病、ＡＤＬ用ベッド（ＨＰ．２）。治療と社

会サービスの混合型も含む。長期介護（ＨＣ．３）
は含む。介護施設での緩和用ベッドは含む。病院
の長期介護用ベッド（ＨＣ．３）は含まず。

３．各国の特徴
ＯＥＣＤの資料によれば、ＳＨＡによる統計の

整合化が進んでいるものの、ベッドの定義は各国
の事情によって多少の違いが見られる。
（１）オーストラリア
公的病院、民間病院のベッド。軍隊、刑務所の

病院ベッドは含む。
（２）オーストリア
２００４年より病院の長期介護ベッドは含まず。緩

和治療用は含む。
（３）ベルギー
障害者保護施設のベッドを含む。軍隊、刑務所

用は含まず。
（３）カナダ
ベビーベッド、リハビリテーション・長期介護

病院のベッドを含む。介護施設のベッドは含まず。
（４）デンマーク
民間病院のベッドは含まず。

（５）フィンランド
公立病院・民間病院を含む。長期介護ベッドを

含む。
（６）フランス
保育器も含む。緊急臨時ベッドは除く。

（７）ドイツ
すべてのタイプの病院（ＨＰ．１．１．１．２，１．３）の

ベッド。公立・営利・非営利病院のベッド。予防
・リハビリテーション施設のベッドを含む。長期
介護ベッドは含まず。ベビーベッドは含まず。
（８）イタリア
公立・非営利・営利病院のベッド。ＮＨＳ制度

に対応していない病院のベッドは除く。
（９）オランダ
一日ベッドを含む。ターミナルケアのベッドは

除く。
（１０）スペイン
登録ベッド数。

（１１）イギリス
１９９７年以前は、「急性期治療」と「長期治療」
ベッドに区分されていたが、１９９７年以降は、「精
神病治療」（知的障害ベッドを含む）、「長期介護
治療」（緩和ベッド〈イングランドを除く〉、老人
長期滞在ベッド〈スコットランドのみ〉を含む）、
「急性期治療」（老人医療含む）のベッドを含む。
（１２）米国
ＡＨＡ（米国病院協会）に登録したベッド。短期

滞在ベッドを含む。リハビリ施設、産科施設、結
核病院、アルコール中毒治療施設のベッドを含む。

（いしづか ひでお、研究所主任研究員）
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ヨーロッパ主要国 病院ベッド統計（Eurostat）
国 名 １０万人あたり １９９８ ２００２ ２００５

ＥＵ（主要１５カ国） ベッド総数 ６５７．０ ６０３．５ ５７０．７
急性期ベッド ４５３．３ ４１１．１ ３８９．４
長期介護ベッド ３８．４ ３６．７ ３３．８
精神病ベッド ７２．２ ６２．１ ５７．１

ベルギー ベッド総数 ７８７．５ ７５９．２ ７４４．８
急性期ベッド ４８５．８ ４６０．１ ４４１．１
長期介護ベッド １６．９ ２０．０ １８．２
精神病ベッド ２５９．６ ２４９．０ ２５０．８

デンマーク ベッド総数 ４４９．５ ４１２．８ n.a.
急性期ベッド ３７０．９ ３４０．２ n.a.
長期介護ベッド n.a. n.a. n.a.
精神病ベッド ７８．６ ７２．６ n.a.

ドイツ ベッド総数 ９２９．３ ８８７．８ ８４６．４
急性期ベッド ６９６．８ ６６３．１ ６３４．９
長期介護ベッド n.a. n.a. n.a.
精神病ベッド n.a. n.a. n.a.

スペイン ベッド総数 ３８０．９ ３５６．７ ３３９．０
急性期ベッド ２９４．５ ２７３．２ ２５９．９
長期介護ベッド ３２．８ ３２．７ ３４．７
精神病ベッド ５３．６ ５０．８ ４４．５

フランス ベッド総数 ８４７．７ ７８３．５ ７３４．８
急性期ベッド ４３４．１ ３９４．３ ３７０．４
長期介護ベッド １４０．８ １４２．４ n.a.
精神病ベッド １１８．９ １０３．４ ９４．０

イタリア ベッド総数 ５４８．７ ４４４．６ ４００．９
急性期ベッド ４９６．０ ３７７．９ ３３１．７
長期介護ベッド ２０．０ １６．５ １７．２
精神病ベッド ３２．７ １４．４ １３．３

オランダ ベッド総数 ５１２．３ ４５９．１ ４３７．２
急性期ベッド ３２３．４ ２８７．１ ２８７．６
長期介護ベッド n.a. n.a. n.a.
精神病ベッド １６６．７ １５２．３ １３１．０

スウェーデン ベッド総数 ３８０．４ n.a. n.a.
急性期ベッド ２５７．１ n.a. n.a.
長期介護ベッド ４１．０ n.a. n.a.
精神病ベッド ６６．４ n.a. n.a.

オーストリア ベッド総数 ７２３．９ ８４５．８ ７７０．９
急性期ベッド ６４３．７ ６１０．６ ６０６．６
長期介護ベッド １９０．１ １６７．３ １０２．６
精神病ベッド ６７．９ ６８．０ ６１．７

フィンランド ベッド総数 ７７８．２ ７４５．５ ７０４．２
急性期ベッド ２６０．６ ２３２．６ ２２３．７
長期介護ベッド n.a. n.a. n.a.
精神病ベッド １０９．０ １０１．１ ９３．１

イギリス ベッド総数 ４２４．７ ４０５．３ ３８８．７
急性期ベッド ３１７．５ ３１５．８ ３０９．７
長期介護ベッド ７．７ ５．６ ４．６
精神病ベッド ９８．７ ８３．２ ７３．７

（Eurostatデータに基づき、石塚作成）
ユーロスタット（ＥＵ統計局）の定義による「病院ベッド」の定義は次の通りである。

（１）ベルギー 国家予算上計上されており、公認のサービスを行うためのベッド
（２）デンマーク ２４時間患者の治療を行うベッド
（３）ドイツ 年間平均数としてのベッド数。案分により数字は変化。治療の伴わないベッドも含む。
（４）スペイン 患者の継続的な治療を行うベッド。新生児保育器も含む。デイケア、観察用ベッド、透析用ベッドなど

は除く。
（５）フランス １２月３１日現在病院に設置されているベッド。保育器も含む。緊急臨時ベッドは除く。
（６）イタリア 年間を通して設置されているベッド。軍隊病院、診療所、ナーシングケアのベッドは除く。
（７）オランダ 認可されたベッド。ナーシングケアのベッドは除く。
（８）オーストリア 年間半年以上利用されているベッド。
（９）フィンランド 入院機関（大学病院、中央病院、一般病院、保健センター病院、精神病院、民間病院、軍隊病院、

刑務所など）のベッド。
（１０）スウェーデン 特に定義はない。国、県がカウントする病院のベッド。民間セクターのベッドは含まず。
（１１）イギリス 特に定義はない。補助ベッドを含む。
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